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❸東部地域予約型乗合タクシー
※予約があった場合のみ運行

運行区間　石清水八幡宮駅～イズミヤの環状運行
運行頻度　１時間に１本
車　　両　タクシー（定員５人）

❷コミバス東ルート
運行区間　八幡市民体育館～生涯学習センター
運行頻度　２時間に１本
車　　両　ジャンボタクシー（定員10人）

❶コミバス西ルート
運行区間　石清水八幡宮駅～橋本東山本
運行頻度　１時間に１本
車　　両　小型バス（定員29人）

　令和６年５月から地域公共交通網再編を検討してきました。その間、「川田市長とまちかどタウンミーティング」
等で伺った皆さんのご意見や地元自治会からの申し入れ、利用実態の分析を踏まえ、学識経験者や交通事業者ととも
に利便性・持続性等の視点から最適なルート等を協議しました。今回は、現時点の再編案についてお知らせします。

問管理・交通課（☎983‒5144）

八幡市地域公共交通網再編案

主な改正点

運行ルート等

運　賃 大人250円、小人130円、１日乗車券400円
（上記３ルート共通。乗継利用可）

運行日 平日、土曜日（土曜日は運行時間と運行本数を調整）
※この他、現時点での経路図の詳細等は、
市ホームページからご覧いただけます。

　イズミヤショッピングセンター八幡店を乗継拠点とし、次の３つのルー
トを相互に接続することで移動範囲が広がり、目的地に合わせた柔軟な移
動が可能となるように再編しました。
　また、単にルート変更だけではなく、サービス水準を維持しながら効率

化を図ることで、将来にわたって持続可能な公共交通を確保する内容とな
っています。
　再編案は今後、予算や交通事業者、商業施設、公安委員会等との協議を
行い、修正を行った後、令和８年10月以降に運行開始を予定しています。

▼
問フォーラムに関すること＝京都文教大学・短期大学社会連携部フィールドリサーチオフィス（☎0774‒25‒2630）、
　抹茶の振る舞いに関すること＝農業振興課（☎983‒2703）

宇治茶世界文化遺産登録推進
■フォーラム

▼日時　２月１日（日）午後２時30分～４時30分
　　　　（開場は午後２時～）

▼場所　文化センター４階小ホール

▼定員　100人（先着順）

▼内容 ❶報告
　　　　　「宇治茶世界文化遺産登録の推進と今後に向けて」
　　　　　報告者：森正美（京都文教大学学長）
　　　　❷講演
　　　　　「宇治茶の歴史における
　　　　　 八幡市茶業の重要性について」
　　　　　講師：阿部大輔（龍谷大学政策学部教授）
　　　　❸討論「八幡市“浜茶”を未来に残していくために」
　　　　　登壇者：川田翔子（八幡市長）
　　　　　　　　　森田正彦（都々城茶生産組合長）
　　　　　　　　　阿部大輔（龍谷大学政策学部教授）
　　　　　　司会：森正美（京都文教大学学長）
■抹茶の振る舞い（なくなり次第終了）

▼日時　２月１日（日）午後１時～３時30分

▼場所　文化センター１階展示室

　宇治茶の世界文化遺産登録に向け、専門家による講
演とパネルディスカッションを通じて、宇治茶の歴史
や文化、景観等の魅力を伝えるフォーラムを開催しま
す。さらに、八幡市産の碾

てん

茶
ちゃ

を挽いて粉にした抹茶の
振る舞いも行います。ぜひ、お越しください。

宇治茶の文化的景観
地域フォーラムin八幡市

２月１日（日）
文化センター
先着100人

参加無料  申込不要

　自然災害に対する市民一人ひとり
の防災力向上を図ることを目的に防
災講演会を開催します。

　今回は、広島市豪雨災害伝承館副
館長の松

まつ

井
い

憲
けん

氏をお招きし「復興と
伝承、そして…～災害で命をなくさ

ないために～」をテーマに、平成26
年８月に発生した豪雨により被災さ
れたご自身の体験談や教訓等に加
え、災害に対する個人や地域で出来
る備え等を話していただきます。
■松井憲氏プロフィール
　平成26年８月豪雨災害で自宅が被
災。自主防災会副会長として、被災
者でありながら捜索活動や復旧活動
に携わる。

　その後、被災住民で復興と防災の
啓蒙を目的に「復興交流館モンドラ
ゴン」を開設し、被災者の心の復興、
災害資料の収集展示、語り継ぎ等の
活動を始める。
　令和５年９月には、広島市豪雨災
害伝承館が開館し、副館長に就任。
防災士として、一般への災害伝承、
防災学習指導、防災講演、防災アド
バイザー等の活動を行っている。

防災講演会を開催します
■日時　２月１日（日）午前10時～正午（開場は午前９時30分～）
　　　　※入場無料。申込不要。
■会場　文化センター４階小ホール

＊　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　　　＊

問危機管理課（☎983‒3200）

話の発信・着信を休止することがで
きます。国際電話を利用していない
人は、被害防止のため、ぜひお申し
込みください。
※利用を休止するには一定の条件が
あります。詳しくは申し込みの際
にご確認ください。

　京都府内で特殊詐欺被害が急増し
ています。被害の９割は詐欺電話に
出たことがきっかけで、詐欺電話の
７割以上が国際電話を悪用したもの
です。被害にあわないためには、国
際電話の利用を止める対策が有効で
す。固定電話の場合、無料で国際電

国際電話を止める対策が有効です

海外からの詐欺電話が急増中！ ■申込方法

▼ＷＥＢ申込
　国際電話不取扱受付
センターのホームペー
ジから手続きができま
す。詳細は右記の二次元コードから。

▼電話申込
　0120‒210‒364（通話料無料）
　【オペレーター案内】
　平日午前９時～午後５時
　【自動音声案内】
上記以外の時間帯の平日と土・日・

祝日

▼郵送申込
　利用休止申込書に必要事項を記入
し、封筒に切手を貼り、申込書を入
れて次の住所に送付。
　〒160‒0023　東京都新宿区西新宿
１丁目20番１号　オリックス不動産
西新宿ビル　国際電話不取扱受付セ
ンター
※利用休止申込書は市
ホームページから入
手可。


